
相続登記の手続きの流れ（ご案内） 
 

貴殿からご依頼のございました相続登記を完了させるため、以下の手順でお手続きをさ

せていただきます。 
下記「一」の書類の収集について、貴殿にて、可能な範囲で収集の上、ご一報願います。

（不備のある書類は当所で職務上請求させていただきます。但し印鑑証明書はご本人でな

ければ取得できません。） 
 
一、依頼される方は下記の書類を収集して当所に持参願います。  

□ 被相続人の除籍謄本（出生から死亡まで） 
□ 被相続人の住民票の除票 
□ 相続人全員の戸籍謄本 
□ 相続人全員の住民票 
□ 相続人全員の印鑑証明書 
□ 相続財産の不動産登記簿謄本（登記所） 
□ 固定資産税評価証明書（市役所の資産税課） 
□ 株や預貯金など、名義変更が必要になる書類の写し        以上各 1 通 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、上述の書類を参照しながら、当所にて、ご依頼される方のご指示に従いまして、遺産

分割協議書を作成いたします。（遺言がある場合には遺言に従います。また、遺言があ

る場合、上記必要書類のうち、不要になる書類もございますので、ご一報願います。） 
 
三、ご依頼される方は、当所が作成した遺産分割協議書に、相続人全員から、ご署名、実

印押印をもらってください。 
 
四、当所にて上記書類の一切をお預かりの上、法務局に添付して、登記手続きを完了させ

ます。通常、遺産分割協議書をお預かりした日から、2 週間程度ですべて完了し、登

記済権利情報が発行されます。 
 

なお、登記費用に関しましては、「一」の書類を持参していただく際、固定資産税評価

証明書を参照して、算出させて頂きます。 
以上、宜しくお願い申し上げます。 
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注意事項 被相続人の除籍謄本は出生まで遡ると、通数が必ず複数になります。 
     例えば、生まれたときは親の戸籍に在籍し、婚姻すれば、夫婦の戸籍に在籍すること

になります。また、法律自体が改正され、『改正原戸籍』という戸籍が必要になる場合

もございます。 
     出生まで遡るには専門性を要しますので、市役所の窓口の方に「○○（被相続人氏名）

の相続に使いたいので、出生まで全部欲しいのですが・・・」とお願いして頂ければ、

相続登記のために必要な除籍謄本全部を、交付してくれるはずです。 
     但し、生まれた頃の本籍（出身）が、死亡時の本籍と異なるような場合、当時の本籍

地の市役所で除籍謄本を取得しなければなりません。そうした場合は、ご相談いただけ

れば当所で取得することも可能です。 



 

相続に関する内容の確認シート 
当所にご依頼の際には、あらかじめ、以下の内容にご回答願います。 

 
☆ どなたの相続ですか 

住所                        
本籍                        
 
氏名                        
生年月日 昭和・大正    年   月   日                 

 
☆ 相続人の方はどなたですか。（例 本人の妻○○、子○○と子○○など） 
 
 
 
 
 
☆ 相続人の方に未成年者や被後見人などがいますか。 
    いない・いる（未成年者・被後見人） 
 
 
☆ 遺産分割協議書の内容を記入してください。詳細は後日お打合せいたし

ますので、簡単にご記入願います。 
例 自宅を、長男太郎が相続。○○会社の株券を妻が相続。など 

   
 
 
 
 
 
☆ 遺産の内容について、確認をしてみてください。 

不動産（ご自宅など）、預貯金、自動車、株式、その他                
 
 

☆ 不動産の名義変更以外の手続きについても。 
□ 依頼する   
□ 依頼しない 

      名義変更を依頼したい内容 例 株式。通帳。等 

（       ） 
 

回答者氏名                 

   電話番号     （    ） 


